
令和６年（２０２４年）３月１１日 

建 設 委 員 会 資 料 

都市基盤部交通政策課 

 

（第３１号議案） 

 

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 

  中野駅新北口駅前地区における基盤整備の進展に伴い、令和６年６月１日に中野西

自転車駐車場の一部（中野四丁目９番）を廃止する。 

 

１ 変更内容等 

（１）位置の変更（詳細は別紙１のとおり） 

 ①現行   ：中野区中野四丁目９番及び１４番 

 ②一部廃止後：中野区中野四丁目１４番 

 

（２）施設の一部（中野四丁目９番）を廃止する日 

  令和６年６月１日 

 

２ 中野区自転車駐車場条例新旧対照表 

別紙２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

中野西自転車駐車場位置図 

  

 

 

 

 

別紙１ 



 

 中野区自転車駐車場条例新旧対照表 

 

改正案 現行 

第１条～第２２条 （略） 第１条～第２２条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

種類 名称 位置 

有料制駐車場 鷺宮南自転車駐車

場 

（略） 

～ ～ 

杉山公園地下自転

車駐車場 

（略） 

中野西自転車駐車

場 

中野区中野四丁目

１４番 

東中野駅前広場地

下自転車駐車場 

（略） 

中野四季の森公園

地下自転車駐車場 

（略） 

登録制駐車場 （略） （略） 
 

種類 名称 位置 

有料制駐車場 鷺宮南自転車駐車

場 

（略） 

～ ～ 

杉山公園地下自転

車駐車場 

（略） 

中野西自転車駐車

場 

中野区中野四丁目

９番及び１４番 

東中野駅前広場地

下自転車駐車場 

（略） 

中野四季の森公園

地下自転車駐車場 

（略） 

登録制駐車場 （略） （略） 
 

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

  

附 則  

この条例は、令和６年６月１日から施行する。  

 

別紙２ 


